
�愛媛県告示第２０６１号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく

特定施設の設置の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県庁及び保

内町において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。
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告 示

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２号 ロ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分間当たり２１．９リットル

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使
用時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６０

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 １０

特定施設の１日当たりの使
用時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６０

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．６

最大 ３．０

特 定 施 設 の 種 類
水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令
第１８８号。以下「政令」という。）別
表第１第４号 ロ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分間当たり２２リットル

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇
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� 高圧洗浄機�３

� 高圧洗浄機�４

� 高圧洗浄機�５

� 高圧洗浄機�６

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１８号の２ ハ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分間当たり２１．９リットル

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使
用時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１８号の２ ハ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分間当たり１５リットル

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使
用時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６０

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．３

最大 ０．６

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．３

最大 ０．６

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１８号の２ ハ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分間当たり６０リットル

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使
用時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６０

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 ２５０

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第２号 ロ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分間当たり２１．９リットル

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使
用時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６０

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．６

最大 ３．３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．２

最大 ０．４
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� 高圧洗浄機�７

� 高圧洗浄機�８

� ニーダー

� タコ洗浄機

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第４号 ニ湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 容量６００リットル×２基

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使
用時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １８

最大 ６０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２０

最大 １５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ２５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 ３

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．２

特定施設の１日当たりの使
用時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６０

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２．８

最大 ３．５

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１８号の２ ハ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分間当たり２３．３リットル

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１８号の２ ハ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １分間当たり１２．５リットル

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使
用時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６０

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．１

最大 ０．９

る汚水等の

汚染状態の

値

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６０

最大 ２００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ６０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 １０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．４

最大 ０．９
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� 熱湯槽

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� 凝集加圧浮上（既設）

� 膜分離槽（新設）

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 ２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １．０

最大 １．１

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１８号の２ ハ洗浄施設

特 定 施 設 の 能 力 １回当たり３００キログラム×４基

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使
用時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２６０

最大 ４２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５０

最大 ５５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 １５０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １

最大 ５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０．３

最大 ０．６

特 定 施 設 の 種 類 政令別表第１第１８号の２ ロ湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 容量９８０リットル

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

特定施設の使用時間間隔 間 歇

特定施設の１日当たりの使
用時間 ９時間

特定施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ６０

最大 １００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １００

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 ２０

処 理 施 設 の 種 類 物理処理

処 理 施 設 の 型 式 凝集加圧浮上＋パームチャット

処 理 施 設 の 構 造 鋼鉄製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法 縦１３メートル 横 ４メートル
高さ１．６メートル

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり１８０立方メートル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 物理処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ９時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３３０

最大 ４５０

通常 ８４

最大 １０９

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４８０

最大 ６５０

通常 １２７

最大 １６９

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５

最大 ４０

通常 ２５

最大 ４０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４

最大 １０

通常 ３

最大 ６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ０

最大 １，０１０

通常 ０

最大 １，０１０

処 理 施 設 の 種 類 物理処理＋生物処理

処 理 施 設 の 型 式 凝集加圧浮上＋膜分離活性汚泥

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート製

愛 媛 県 報平成１５年１１月４日 第１５０６号

１１４８



５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

�������
�愛媛県告示第２０６２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第

１１０号。以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく

特定施設の構造等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に

規定する書面は、愛媛県庁及び保内町において告示の日から

３週間公衆の縦覧に供する。

平成１５年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

西南開発株式会社

西宇和郡保内町宮内１の３００番地１

代表取締役社長 高橋 忍

２ 事業場の名称及び所在地

西南開発株式会社

西宇和郡保内町宮内１の３００番地１

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第

１第２号ロ、第３号ロ、ホ、第４号ロ、ニ及び第１８号の２

ロ、ハ

４ 変更しようとする事項の内容

汚水等の処理の方法等の変更

５ 汚水等の処理施設に関する事項

� 既設分

� 新設分

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

調整槽
縦１２．３メートル 横５．５メートル
高さ ６メートル
膜分離槽
縦１１．２メートル 横１０．７５メートル
高さ４．９５メートル

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，０００立方メートル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 物理処理＋生物処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ９時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３３０

最大 ４５０

通常 ３５

最大 ４５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４８０

最大 ６５０

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５

最大 ４０

通常 １５

最大 ２５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４

最大 １０

通常 ３

最大 ６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，０００

最大 １，０１０

通常 １，０００

最大 １，０１０

備考：通常時は新設分のみを使用し、最大時のみ既設分を併用

汚水等の汚

染状態の値

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３５

最大 ５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０

最大 ９０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １５

最大 ２８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２，３７０

最大 ３，５００

備考：この他に雨水排水口が１つある。

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 能 力
１時間当たり１８０
立方メートル×２
基

１時間当たり１８０
立方メートル

処理前 処理後 処理前 処理後

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
１，０００
最大
１，１００

通常
１，０００
最大
１，１００

通常
０
最大
１，１００

通常
０
最大
１，１００

工事の着手予定年月日 許可後直ちに

工事の完成予定年月日 平成１６年３月３１日

使用開始の予定年月日 平成１６年４月１日

処 理 施 設 の 種 類 物理処理＋生物処理

処 理 施 設 の 型 式 凝集加圧浮上＋膜分離活性汚泥

処 理 施 設 の 構 造 コンクリート製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法

調整槽
縦１２．３メートル 横５．５メートル
高さ ６メートル
膜分離槽
縦１１．２メートル 横１０．７５メートル
高さ４．９５メートル

愛 媛 県 報平成１５年１１月４日 第１５０６号

１１４９
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６ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び

最大の値並びに汚水等の１日当たりの量

�������
�愛媛県告示第２０６３号
漁業災害補償法（昭和３９年法律第１５８号）第１１８条第３項

の規定により、一定の水域を次のように定める。

平成１５年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

小割り式１年魚はまち養殖業、小割り式２年魚はまち養殖

業、小割り式３年魚はまち養殖業、小割り式１年魚たい養殖

業、小割り式２年魚たい養殖業、小割り式３年魚たい養殖業

、小割り式ふぐ養殖業、小割り式１年魚かんぱち養殖業、小

割り式２年魚かんぱち養殖業、小割り式３年魚かんぱち養殖

業、小割り式ひらめ養殖業、小割り式１年魚すずき養殖業、

小割り式２年魚すずき養殖業、小割り式２年魚ひらまさ養殖

業、小割り式３年魚ひらまさ養殖業、小割り式まあじ養殖業

、小割り式１年魚しまあじ養殖業又は小割り式２年魚しまあ

じ養殖業

�������
�愛媛県告示第２０６５号
森林法の一部を改正する法律（平成１５年法律第５３号）附則

第３条第２項の規定によりその例によることとされる同法に

よる改正後の森林法（昭和２６年法律第２４９号）第５条第１項

の規定に基づき、中予山岳地域森林計画を立てたいので、同

法第６条第１項の規定により、当該地域森林計画の案を松山

地方局産業経済部久万林業課において告示の日から３０日間公

衆の縦覧に供する。

平成１５年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０６４号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１０条の規定に基づき平成１５年１１月１日次のように区画漁業を免許した。

平成１５年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

処 理 施 設 の 能 力 １日当たり１，０００立方メートル

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 物理処理＋生物処理

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使
用時間 ９時間

処理施設の使用の季節的変
動の概要 無 し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３３０

最大 ４５０

通常 ３５

最大 ４５

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４８０

最大 ６５０

通常 ５

最大 １０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５

最大 ４０

通常 １５

最大 ２５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４

最大 １０

通常 ３

最大 ６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １，０００

最大 １，０１０

通常 １，０００

最大 １，０１０

備考：通常時は新設分のみを使用し、最大時のみ既設分を併用

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４７．０

最大 ６１．２

通常 ３５

最大 ５０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７１．１

最大 ９５．０

通常 １０

最大 ９０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ３５

通常 １５

最大 ２８

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ６

通常 ３

最大 ６

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ３，３００

最大 ３，５００

通常 ２，３７０

最大 ３，５００

汚水等の汚

染状態の値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

加入区の名称 区 域

宇和海第２０４加入区 宇特区第３８２号漁業権漁場の区域

免 許 番 号 漁 業 権 者 の 住 所 及 び 氏 名 免 許 の 内 容 漁 業 権 の 存 続 期 間

宇特区第３８２号 南宇和郡西海町船越１０５７番地
西海町漁業協同組合

平成１５年７月２５日愛媛県
告示第１５３５号のとおり

平成１５年１１月１日から
平成１６年３月３１日まで

愛 媛 県 報平成１５年１１月４日 第１５０６号

１１５０



�愛媛県告示第２０６６号
森林法の一部を改正する法律（平成１５年法律第５３号）附則

第３条第１項の規定に基づき、東予地域森林計画を変更した

いので、同項の規定によりその例によることとされる同法に

よる改正後の森林法（昭和２６年法律第２４９号）第６条第１項

の規定により、当該地域森林計画の変更の案を西条地方局産

業経済部林業課、伊予三島林業課及び丹原林業課において告

示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成１５年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２０６７号
森林法の一部を改正する法律（平成１５年法律第５３号）附則

第３条第１項の規定に基づき、今治松山地域森林計画を変更

したいので、同項の規定によりその例によることとされる同

法による改正後の森林法（昭和２６年法律第２４９号）第６条第

１項の規定により、当該地域森林計画の変更の案を今治地方

局産業経済部林業課及び松山地方局産業経済部林業課におい

て告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成１５年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２０６８号
森林法の一部を改正する法律（平成１５年法律第５３号）附則

第３条第１項及び森林法施行令（昭和２６年政令第２７６号）附

則第１４項の規定に基づき、肱川地域森林計画を変更したいの

で、同法附則第３条第１項の規定によりその例によることと

される同法による改正後の森林法（昭和２６年法律第２４９号）

第６条第１項の規定により、当該地域森林計画の変更の案を

八幡浜地方局産業経済部林業課、大洲林業課及び宇和林業課

において告示の日から３０日間公衆の縦覧に供する。

平成１５年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２０６９号
森林法の一部を改正する法律（平成１５年法律第５３号）附則

第３条第１項の規定に基づき、南予地域森林計画を変更した

いので、同項の規定によりその例によることとされる同法に

よる改正後の森林法（昭和２６年法律第２４９号）第６条第１項

の規定により、当該地域森林計画の変更の案を宇和島地方局

産業経済部林業課及び御荘林業課において告示の日から３０日

間公衆の縦覧に供する。

平成１５年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第２０７０号
公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）第２条第１項の規

定により、次のように埋立てを免許した。

平成１５年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 埋立ての免許を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに

法人にあっては、その代表者の氏名及び住所

中島町

温泉郡中島町大字大浦１６２６番地

代表者 町長 武田満幸

温泉郡中島町大字大浦１７７６番地

２ 埋立区域及び埋立てに関する工事の施行区域

� 埋立区域

ア 位置

温泉郡中島町大字饒甲２２０番２から同甲９６４番まで

の地先公有水面

イ 区域

次の１点と２点を結ぶ平成１３年２月２８日付け愛媛県

指令港第４４号の免許に係る埋立ての埋立区域と公有水

面との接する線（Ｃ．Ｄ．Ｌ＋３．５５メートルにより決

定）、２点から１７点までを順次直線で結んだ線並びに

１７点と１点を結ぶ春分及び秋分の満潮位（Ｃ．Ｄ．Ｌ

＋３．５５メートル）の陸と公有水面との接する線により

囲まれた区域

基点（温泉郡中島町大字饒甲２１３番地先の堤内の金

属鋲）は、北緯３３度５９分０９秒、東経１３２度３６分２２秒の

地点

１点は、基点から真北２１度０７分３６秒９２．２８メートル

の地点

２点は、１点から真北２９０度３８分３４秒９．２９メートル

の地点

３点は、２点から真北２０度３８分３４秒５．８０メートルの

地点

４点は、３点から真北１１０度３８分３４秒０．５３メートル

の地点

５点は、４点から真北２０度３８分３４秒３０．９０メートル

の地点

６点は、５点から真北１１０度３８分３４秒０．０５メートル

の地点

７点は、６点から真北２０度３８分３４秒０．５０メートルの

地点

８点は、７点から真北１１０度３８分３４秒０．２２メートル

の地点

９点は、８点から真北２０度３８分３４秒４．００メートルの

地点

１０点は、９点から真北２９０度３８分３４秒０．２２メートル

の地点

１１点は、１０点から真北２０度３８分３４秒２０．９０メートル

の地点

１２点は、１１点から真北２９０度３８分３４秒０．５８メートル

の地点

１３点は、１２点から真北２０度３８分３４秒７．２０メートルの

地点

１４点は、１３点から真北１１０度３８分３４秒０．８０メートル

の地点

１５点は、１４点から真北２０度３８分３４秒４．００メートルの

地点

１６点は、１５点から真北２９０度３８分３４秒０．８０メートル

の地点

愛 媛 県 報平成１５年１１月４日 第１５０６号
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１７点は、１６点から真北２０度３８分３４秒２．３４メートルの

地点

ウ 面積

８５９．３２平方メートル

� 埋立てに関する工事の施行区域

ア 位置

温泉郡中島町大字饒甲２２０番２から同甲９６６番１ま

での地先公有水面及び陸域

イ 区域

次の１点から１３点までを順次直線で結んだ線及び１３

点と１点を直線で結んだ線により囲まれた区域

基点（温泉郡中島町大字饒甲２１３番地先の堤内の金

属鋲）は、北緯３３度５９分０９秒、東経１３２度３６分２２秒の

地点

１点は、基点から真北２５度３６分１０秒８２．３３メートル

の地点

２点は、１点から真北２９０度３８分３４秒６２．７０メート

ルの地点

３点は、２点から真北１１度１７分３１秒３５．２２メートル

の地点

４点は、３点から真北４度５５分５３秒２９．３２メートル

の地点

５点は、４点から真北９６度０８分５０秒２７．３６メートル

の地点

６点は、５点から真北３３度２６分３９秒１２．９５メートル

の地点

７点は、６点から真北８９度３０分５６秒１３．０５メートル

の地点

８点は、７点から真北１０３度２３分３３秒３３．８５メート

ルの地点

９点は、８点から真北１８５度０１分３９秒２４．６７メート

ルの地点

１０点は、９点から真北２０４度０４分０８秒３３．７４メート

ルの地点

１１点は、１０点から真北２９１度４１分５４秒５．３８メートル

の地点

１２点は、１１点から真北２０１度４２分０１秒１４．１６メート

ルの地点

１３点は、１２点から真北１９５度０４分２８秒１０．７１メート

ルの地点

ウ 面積

５，７７７．５４平方メートル

３ 埋立地の用途

漁港施設用地 約８４０平方メートル

水路用地 約 ２０平方メートル

４ 埋立免許年月日

平成１５年１０月２７日

�愛媛県告示第２０７１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０７２号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０７３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、松山地方局久万土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 久米垣生線
松山市越智町３０９番１２から

同町２９０番４まで

旧 ２４．５～４５．０ ０．０１８

新 ２１．５～４５．０ ０．０１８

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 西条久万線
上浮穴郡美川村七鳥１８４７番１地先から

同村七鳥１８１０番まで

旧 ４．８～７．０ ０．１２８

新 ９．５～１９．０ ０．１０６
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公 告

�������
�愛媛県告示第２０７６号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第５９条第２項の規定

による都市計画事業の施行について、次のとおり公告する。

平成１５年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 都市計画事業の種類及び名称

川之江都市計画道路事業及び伊予三島都市計画道路事業

３・３・２ 川東村松線

２ 施行者の名称

愛媛県

３ 事務所の所在地

松山市一番町四丁目４番地２

４ 事業地の所在

� 収用の部分

川之江市妻鳥町字江ノ西、字亀屋敷、字穴後、字下砂

古田及び字庄境並びに伊予三島市村松町字柳田縄及び字

日吉縄地内

� 使用の部分

なし

平成１５年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０７４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第２０７５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

ふぐ取扱者試験の施行について

愛媛県ふぐ取扱者条例（昭和２７年愛媛県条例第６３号）第４条の規定による平成１５年度ふぐ取扱者試験を次のとおり施行する

。

平成１５年１１月４日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 試験の日時及び場所

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 西条久万線
上浮穴郡美川村七鳥１８４７番１地先から

同村七鳥１８１０番まで
平成１５年１１月４日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 目黒松丸線
北宇和郡松野町大字富岡２７１７番３から

同大字２７１５番１地先まで

旧 ５．４～７．１ ０．１３５

新 ８．９～１７．２ ０．１３５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 目黒松丸線
北宇和郡松野町大字富岡２７１７番１地先から

同大字２７１５番１地先まで
平成１５年１１月４日
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雑 報

２ 受験願書の提出期間

平成１６年１月５日（月）から９日（金）まで。ただし、郵送による場合は、同日までの消印のあるものは、受け付ける。

３ 受験願書の提出先

県内居住者については住所地を管轄する保健所と、県外居住者については愛媛県保健福祉部健康衛生局薬務衛生課とする

。

４ 試験科目

試験は、次に掲げる科目について学科試験を行い、学科試験の合格者について実地試験を行う。

� 衛生法規

� 食品衛生学

� 魚類学

５ その他

受験についての必要事項は、受験票により指示する。

�裁決手続開始の決定の公告
土地収用法（昭和２６年法律第２１９号）第４５条の２の規定により、平成１５年１０月２２日次のとおり裁決手続開始の決定をしたの

で公告する。

平成１５年１１月４日

愛媛県収用委員会

会長 矢 野 隆 三

１ 起業者の名称

愛媛県

２ 事業の種類

県道宇和野村線改築工事（愛媛県東宇和郡宇和町大字卯之町地内）並びにこれに伴う国道及び町道交差点改良工事並びに

これらに伴う附帯工事

３ 収用及び使用の裁決手続の開始を決定した不動産の表示等

試 験 別 日 時 場 所

学 科 試 験 平成１６年２月１０日（火）午後１時３０分
松山市一番町四丁目４番地２
愛 媛 県 庁

実 地 試 験 平成１６年３月１２日（金）午前１０時
松山市旭町１０７番地
愛媛調理製菓専門学校

収用使用

の区分

不 動 産 （ 土 地 ） の 表 示 等
土 地 所 有 者

住 所 氏 名

所 有 権 以 外 の
権 利 の 表 示 関 係 人

住 所 氏 名所 在 地 番
地 目 面 積

公 簿 現 況 公 簿
��

実 測
��

収用及び使用しよう
とする土地の実測��

受付年月日
受 付 番 号 種 類

収 用

愛媛県東
宇和郡宇
和町大字
卯之町四
丁目

５１７番１ 宅地 宅地 ２，１６７．６３２，１９１．１１ ２．６２ 土地所有者不明
ただし、愛媛県東宇和郡宇和
町大字下松葉１４０番地３９
兵頭 健造
又は、愛媛県東宇和郡宇和町
大字卯之町四丁目３６７番地
池田 博

昭和６１年
１２月６日
第５５１８号

根抵当権

愛媛県松山市南
堀端町１番地
株式会社 伊予
銀行
代表取締役
麻生 俊介使 用

愛媛県東
宇和郡宇
和町大字
卯之町四
丁目

５１７番１ 宅地 宅地 ２，１６７．６３２，１９１．１１ ０．１１

平成１５年１１月４日 印刷
平成１５年１１月４日 発行
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